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神
の
憑
依
す
る
と
こ
ろ

―
昌
平
黌
釈
奠
改
革
と
徳
川
日
本
の
儒
礼
受
容

―
眞

壁

仁

は
じ
め
に

―
迎
送
神
と
神
像
を
め
ぐ
る
問
題

一
九
世
紀
半
ば
、
キ
リ
ス
ト
教
伝
道
が
公
許
さ
れ
た
帝
政
末
期
の
清
朝
中
国
を

訪
れ
た
フ
ラ
ン
ス
の
カ
ト
リ
ッ
ク
宣
教
師
団
は
、
異
教
の
偶
像
崇
拝
と
直
面
せ
ざ

る
を
得
な
か
っ
た
。
周
知
の
よ
う
に
、
イ
エ
ズ
ス
会
が
、
祭
天
・
祀
孔
・
崇
祖
の

儀
礼
に
中
国
人
の
キ
リ
ス
ト
信
徒
の
参
加
を
認
め
た
こ
と
は
、
一
七
世
紀
以
降
、

中
国
キ
リ
ス
ト
教
史
上
の
大
事
件
で
あ
る
「
典
礼
問
題
」
を
引
き
起
こ
し
て
い
た
。

フ
ラ
ン
ス
の
宣
教
師
た
ち
は
、孔
子
崇
拝
儀
礼
で
あ
る
釈せ

き

奠て
ん

の
式
次
第
に
、「
迎
神
」

（
神
を
迎
え
る
）
や
「
送
神
」（
神
を
送
る
）
が
組
み
入
れ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
改

め
て
問
題
視
し
た
（
矢
沢

）。
当
時
の
釈
奠
に
は
、
宣
教
師
に
と
っ
て

1990:84-85

迷
信
的
な
犠
牲
奉
献
や
清
代
に
な
っ
て
一
部
復
活
し
て
い
た
孔
子
像
な
ど
の
塑
像

に
対
す
る
偶
像
崇
拝
も
含
ま
れ
て
い
た
。
さ
ら
に
、
こ
の
儀
礼
の
総
祭
主
は
皇
帝

自
身
で
あ
り
、
行
政
官
が
主
祭
者
を
務
め
、
政
府
吏
僚
と
儒
学
の
教
員
・
生
員
が

そ
の
一
連
の
実
施
に
た
ず
さ
わ
っ
て
い
た
。

他
方
、
寛
政
九
（
一
七
九
七
）
年
一
二
月
に
徳
川
幕
府
直
轄
の
学
問
所
と
な
っ

た
江
戸
の
昌
平
坂
学
問
所
で
は
、
寛
政
一
二
（
一
八
〇
〇
）
年
の
釈
奠
改
革
で
、

従
来
よ
り
聖
堂
（
孔
子
廟
）
に
設
置
さ
れ
て
い
た
孔
子
門
人
の
「
十
哲
位
」
の
木

主
と
「
賢
儒
図
像
」
を
撤
去
し
、「
迎
神
」・「
送
神
」
の
儀
礼
を
釈
奠
の
式
次
第
か

ら
削
除
し
て
い
る
。
し
か
も
、
こ
の
変
更
さ
れ
た
儀
礼
は
、
幕
末
期
に
至
る
ま
で

半
世
紀
以
上
に
わ
た
っ
て
幕
府
の
学
問
所
で
継
承
さ
れ
た
。
当
時
、
同
時
代
の
中

国
や
朝
鮮
の
釈
奠
に
は
含
ま
れ
て
い
た
迎
送
神
の
儀
礼
を
、
日
本
の
儒
者
た
ち
は

な
ぜ
撤
廃
し
た
の
か
。
文
字
を
記
し
た
木
主
（
神
主
・
神
位
・
神
牌
）
で
は
な
く
、

孔
子
像
な
ど
の
神
の
似
姿
で
あ
る
神
像
を
用
い
る
こ
と
に
対
し
て
、
ど
の
よ
う
な

議
論
が
あ
っ
た
の
か
。
そ
も
そ
も
、
孔
子
の
霊
魂
を
祀
る
儒
教
の
儀
礼
は
、
他
の

諸
宗
教
と
の
比
較
の
な
か
で
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
か
。

西
洋
に
出
自
を
も
つ
religion
概
念
と
そ
の
翻
訳
語
と
し
て
の
「
宗
教
」
概
念

の
、
双
方
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
心
主
義
的
な
性
質
と
歴
史
的
制
約
が
批
判
さ
れ
て
久

し
い
。
儒
教
が
「
宗
教
」
か
否
か
を
問
う
こ
と
は
、
現
代
に
お
い
て
ほ
と
ん
ど
意

味
を
有
た
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
西
洋
人
の
眼
に
当
時
religiousな

神の憑依するところ（眞壁仁）

99



099_「知識人と教養」_眞壁仁氏.mcd  Page 2 17/03/04 13:58  v5.51

事
柄
と
映
っ
た
内
容
が
、
儒
教
文
化
圏
に
お
い
て
如
何
な
る
形
態
で
存
在
し
た
か

と
い
う
こ
と
は
、
歴
史
や
思
想
史
の
分
野
に
お
い
て
、
い
ま
な
お
有
意
義
な
問
い

に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
本
稿
で
は
、
ま
ず
（
Ⅰ
）
丸
山
眞
男
の
「
儒
教
」
観
の
い

く
つ
か
の
特
徴
を
、
戦
後
日
本
の
儒
教
の
「
宗
教
」
性
を
め
ぐ
る
議
論
の
な
か
で

概
観
す
る
。
そ
し
て
丸
山
に
お
い
て
は
問
わ
れ
な
か
っ
た
主
題
と
し
て
、（
Ⅱ
）
社

会
的
な
儀
礼
の
受
容
問
題
を
、
昌
平
坂
学
問
所
の
、
寛
政
期
の
釈
奠
改
革
を
事
例

に
具
体
的
に
検
討
す
る
。
時
代
と
地
域
と
担
い
手
を
限
定
し
て
、
丸
山
が
示
唆
し

た
「
儒
教
の
日
本
的
変
容
」
の
一
側
面
を
明
ら
か
に
し
て
み
た
い
。

Ⅰ

儒
教
の
「
宗
教
」
性
を
め
ぐ
る
戦
後
日
本
の
研
究

二
〇
世
紀
日
本
の
知
識
人
た
ち
は
、
儒
教
を
宗
教
と
み
な
さ
ず
、
そ
の
宗
教
性

を
否
定
す
る
見
解
を
広
く
共
有
し
て
き
た
。
た
と
え
ば
、
日
本
倫
理
思
想
史
家
の

和
辻
哲
郎
は
、
孔
子
が
釈
迦
や
イ
エ
ス
と
異
な
り
「
宗
教
的
な
意
味
で
絶
対
者
に

触
れ
」
た
り
「
絶
対
境
に
悟
入
」
し
な
い
こ
と
を
そ
の
理
由
に
挙
げ
た
。
彼
は
孔

子
の
「
天
」
概
念
も
、「
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
ダ
イ
モ
ン
や
神
託
ほ
ど
に
も
宗
教
的
色
彩

を
持
た
な
い
」と
い
う（
和
辻

）。
ま
た
、中
国
哲
学
の
吉
川
幸
次
郎
は
、
1962:343

孔
子
か
ら
朱
子
に
至
る
「
無
神
論
の
論
理
」
の
展
開
を
経
て
、
中
国
で
は
「
神
様

の
い
な
い
文
明
」
が
確
立
し
た
と
す
る
（
吉
川

）。
た
だ
し
こ
れ
ら
の

1975:7-11

儒
教
非
宗
教
論
で
は
多
く
の
場
合
、「
宗
教
」
と
は
何
か
と
い
う
概
念
規
定
が
な
い

ま
ま
に
、「
神
様
の
い
る
文
明
」
で
あ
る
西
洋
と
の
比
較
が
行
わ
れ
て
い
た
。
儒
教

の
宗
教
性
を
否
定
し
て
、
そ
の
「
現
実
尊
重
」
や
「
合
理
主
義
」
の
側
面
の
強
調

す
る
見
解
は
、
現
在
も
な
お
根
強
く
あ
る
。

日
本
で
こ
の
よ
う
な
儒
教
非
宗
教
論
を
広
く
見
直
す
契
機
と
な
っ
た
の
は
、
儒

教
の
「
凶
」
の
儀
礼
で
あ
る
喪
葬
に
焦
点
を
あ
て
た
、
加
地
伸
行
の
議
論
で
あ
っ

た
（
加
地

）。
加
地
は
、「
宗
教
」
を
「
死
な
ら
び
に
死
後
の
説
明
者
で

1990,1997

あ
る
」
と
規
定
す
る
。
そ
の
上
で
、
儒
教
は
、
成
立
過
程
に
お
い
て
「
宗
教
儀
礼

（
主
と
し
て
招
魂
儀
礼
）
が
、
倫
理
的
儀
礼
（
社
会
的
儀
礼
）
へ
」
移
行
す
る
が
、

基
本
的
に
「
礼
教
（
表
層
）
と
宗
教
性
（
深
層
）」
の
二
重
構
造
か
ら
な
り
、
後
者

の
祖
先
崇
拝
や
招
魂
儀
礼
を
核
と
す
る
「
宗
教
性
」
は
、
現
代
に
至
る
ま
で
存
続

し
て
い
る
と
指
摘
す
る
（
加
地

）。
も
っ
と
も
、
儒
教
の
宗
教
性
は
、

1990:33,83

国
外
で
は
一
九
七
〇
年
代
に
ハ
ー
バ
ー
ト
・
フ
ィ
ン
ガ
レ
ッ
ト
や
任
継
愈
に
よ
っ

て
改
め
て
強
調
さ
れ
、
そ
の
後
も
長
く
続
く
論
争
が
起
こ
っ
て
い
た
（
フ
ィ
ン
ガ

レ
ッ
ト
1989、
任
継
愈
2000）。
こ
の
論
争
に
お
い
て
、「
宗
教
と
し
て
の
儒
教
」

を
提
唱
す
る
ロ
ッ
ド
ネ
イ
・
タ
イ
ラ
ー
や
蔣
慶
ら
が
依
拠
し
、
あ
る
い
は
示
唆
を

得
た
の
は
、「
信
仰
（
faith）」
を
「
究
極
的
な
か
か
わ
り
（
ultim
ateconcern）」

と
す
る
パ
ウ
ル
・
テ
ィ
リ
ヒ
の
概
念
規
定
で
あ
っ
た
（
奥
崎

）。
彼

2011:xi,4-5

ら
は
faith
を
religion
と
読
み
替
え
て
い
る
が
、
テ
ィ
リ
ヒ
の
定
義
は
、
た
と
え

特
定
の
宗
教
に
属
し
て
い
な
く
と
も
、
普
遍
的
な
生
の
現
象
と
し
て
宗
教
を
と
ら

え
る
こ
と
を
可
能
に
し
た
。

religion
概
念
や
「
宗
教
」
概
念
の
成
立
過
程
が
批
判
的
に
検
証
さ
れ
、
概
念
自

体
の
認
識
基
盤
を
問
う
流
れ
の
一
方
で
、
儒
教
を
対
象
に
す
る
研
究
に
お
い
て
そ

の
「
宗
教
的
性
格
」
に
関
心
が
集
ま
る
の
は
、
従
来
の
儒
教
研
究
が
、
倫
理
・
哲

学
・
政
治
思
想
な
ど
の
「
中
国
哲
学
」
の
分
野
に
集
中
し
、「
祭
祀
や
儀
礼
の
分
野

20世紀知識人の教養と学問
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を
看
過
し
て
お
り
、
儒
教
の
全
体
像
を
と
ら
え
て
い
る
と
は
い
い
が
た
い
」
た
め

で
も
あ
る
（
吾
妻

）。

2013:3

丸
山
眞
男
の
儒
教
観

―
近
世
日
本
政
治
思
想
史
研
究
と
の
関
連
で

こ
の
よ
う
な
今
日
に
至
る
研
究
状
況
を
踏
ま
え
つ
つ
、
一
九
六
〇
年
代
以
降
の

丸
山
眞
男
の
儒
教
観
の
特
徴
と
し
て
指
摘
で
き
る
の
は
、第
一
に
、儒
教
宗
教
論
・

非
宗
教
論
に
お
い
て
彼
が
前
述
の
テ
ィ
リ
ヒ
の
概
念
規
定
を
用
い
つ
つ
議
論
を

行
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
一
九
六
四
年
の
講
義
で
は
、
宗
教
の
定
義
如
何
に
よ

る
と
し
な
が
ら
も
、「
宗
教
的
な
問
い
」
を
「
人
間
生
活
の
究
極
的
な
意
味
と
価
値

へ
の
問
い
」と
す
る
な
ら
ば
、儒
教
は
そ
れ
に
独
自
の
答
え
を
も
つ
と
述
べ
る（
丸

山

）。
ロ
バ
ー
ト
・
ベ
ラ
ー
の

（
1957）
に
関

1998a:151
T
okugaw

a
R
eligion

す
る
丸
山
の
メ
モ
や
そ
れ
に
基
づ
く
一
九
五
八
年
の
書
評
か
ら
は
、
こ
の
ベ
ラ
ー

の
著
作
の
記
述
を
通
し
て
、
丸
山
が
テ
ィ
リ
ヒ
の
「
宗
教
〔
religion〕
の
定
義
」

や
「
宗
教
行
動
の
合
理
化
」
を
学
ん
だ
こ
と
が
窺
わ
れ
る
（
丸
山1958:

）。
丸
山
は
、
来
日
し
た
テ
ィ
リ
ヒ
と

84-91,1996a:273-274,1996b:432-433

個
人
的
に
対
談
（
一
九
六
〇
年
五
月
一
二
日
）
も
し
て
い
る
が
、
彼
に
テ
ィ
リ
ヒ

の
規
定
を
紹
介
し
た
の
は
、
ベ
ラ
ー
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
彼
は
、
徳
川

期
の
儒
教
思
想
を
分
析
す
る
際
に
、
そ
の
後
の
国
外
の
研
究
者
た
ち
の
よ
う
に
儒

教
宗
教
論
を
前
面
に
唱
え
る
こ
と
は
な
く
、
そ
の
定
義
に
特
に
こ
だ
わ
り
を
示
さ

な
か
っ
た
。

そ
れ
に
代
え
て
丸
山
は
、
第
二
に
、
儒
教
的
な
「
諸
観
念
」「
思
考
様
式
」
が
、

「
世
界
と
人
間
関
係
の
認
識
視
座
」
や
「
世
界
像
の
視
座
範
疇
」
を
提
供
し
た
こ

と
を
強
調
し
た
。
カ
ー
ル
・
マ
ン
ハ
イ
ム
の
「
視
座
構
造
（
A
spektstruktur）」

の
影
響
を
受
け
た
「
思
惟
様
式
」
へ
の
着
目
は
、
晩
年
ま
で
一
貫
す
る
。
一
九
六

七
年
の
講
義
で
は
、
①
「
学
問
と
し
て
の
儒
教
」
と
②
「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て

の
儒
教
」
を
区
別
し
、
後
者
に
つ
い
て
も
、
以
前
の
「
体
制
教
学
」
と
し
て
で
は

な
く
、「
儒
教
倫
理
の
通
俗
化
、
常
識
化
」
や
「
儒
教
観
念
」
の
「
社
会
的
適
合
性
」

の
側
面
を
取
り
上
げ
て
近
世
日
本
の
政
治
思
想
を
講
じ
た
。「
江
戸
時
代
に
お
い

て
儒
教
は
、
他
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
比
し
て
圧
倒
的
に
思
想
や
教
育
の
領
域
で
優

位
を
占
め
た
だ
け
で
は
な
く
、
広
く
社
会
的
に
儒
教
的
な
諸
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
普
及

し
、
宇
宙
と
世
間
を
観
察
す
る
さ
い
の
、
世
界
像
の
一
般
的
視
座
と
な
っ
た
」（
丸

山

）。
そ
し
て
具
体
的
に
は
、「
天
人
相
関
の
観
念
」
や
、「
人
間
の
尊

1998b:182

厳
と
い
う
理
念
」
で
あ
り
人
間
と
他
の
禽
獣
を
区
別
す
る
「
礼
」
な
ど
が
列
挙
さ

れ
た
。
も
っ
と
も
、
丸
山
の
儒
教
の
分
析
視
点
は
、
そ
の
後
も
展
開
を
み
せ
る
。

講
演
「
日
本
に
お
け
る
儒
教
の
変
遷
」（
一
九
七
四
年
）
や
報
告
「
江
戸
時
代
に
お

け
る
異
端
類
型
化
の
試
み
」（
一
九
八
七
年
）
の
た
め
の
メ
モ
に
よ
れ
ば
、
儒
教
の

定
義
や
分
析
レ
ヴ
ェ
ル
ご
と
に
区
分
し
、
そ
の
「
問
題
の
立
て
方
」
に
よ
っ
て
理

解
も
異
な
っ
て
く
る
と
し
た
（
丸
山

）。
特

1974a,1974b,2015:171-194,1987

に
実
際
の
報
告
で
は
語
ら
れ
な
か
っ
た
メ
モ
に
お
い
て
、
晩
年
の
丸
山
は
、「
江
戸

期
の
儒
教
」
を
分
析
す
る
五
つ
の
観
点
と
し
て
、
①
「
学
問
的
側
面
」
と
し
て
の

「
儒
学
」、
②
「
政
治
的
社
会
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
の
側
面
」
で
あ
り
、
ま
と

ま
っ
た
「
教
義
（
ド
ク
ト
リ
ン
）」
と
し
て
の
「
儒
教
」、
③
教
義
と
い
う
よ
り
は

「
個
々
の
徳
目
に
分
解
さ
れ
た
形
で
の
儒
教
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
」、
そ
れ
を
も
と
に

形
成
さ
れ
た
④
「
社
会
倫
理
、
世
間
倫
理
」
と
し
て
の
「
概
念
枠
組
（
パ
ラ
ダ
イ

神の憑依するところ（眞壁仁）
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ム
）」、
さ
ら
に
⑤
「
儒
者
の
社
会
的
地
位
と
役
割
」
を
提
示
し
て
い
る
（
丸
山

）。

1987,2014:166-167

た
だ
し
、
長
い
歴
史
的
伝
統
を
も
つ
中
国
の
儒
教
の
展
開
か
ら
、
な
に
を
「
儒

教
」
と
し
て
取
り
出
す
か
は
、
そ
れ
自
体
が
争
点
と
な
り
得
る
。
丸
山
は
、
第
三

に
、「
儒
教
思
想
」
を
、
最
終
的
に
は
、
教
義
の
解
釈
に
お
け
る
正
統
・
異
端
問
題

に
帰
着
さ
せ
る
。「
そ
も
そ
も
儒
教
と
は
何
か
、
わ
れ
わ
れ
は
い
か
な
る
意
味
で

中
国
思
想
の
な
か
で
、
他
の
思
想
と
区
別
さ
れ
た
「儒
教
思
想
」な
る
も
の
の
発
展

を
語
り
う
る
の
か
と
い
う
、
さ
ら
に
大
き
な
難
問
に
行
き
つ
か
ざ
る
を
得
な
い
。

何
が
儒
教
で
あ
り
、
何
が
そ
う
で
な
い
か
は
ド
グ
マ
の
正
統
性
の
問
題
に
か
か
わ

る
」（
丸
山

）。
し
か
も
、
教
義
に
お
け
る
唯
一
の
正
し
い
解
釈
と
し

1998b:185

て
の
正
統
は
、
し
ば
し
ば
統
制
的
な
理
念
に
も
な
る
。
こ
の
教
義
に
お
け
る
オ
ー

ソ
ド
キ
シ
ー
（
Ｏ
正
統
）
と
政
治
的
正
統
性
と
し
て
の
レ
ジ
テ
ィ
マ
シ
ー
（
Ｌ
正

統
）
の
関
連
づ
け
は
、
周
知
の
よ
う
に
、
丸
山
の
後
半
三
十
数
年
間
の
研
究
課
題

と
な
っ
た
。

も
っ
と
も
、「
お
よ
そ
あ
ら
ゆ
る
思
想
は
そ
の
時
代
か
ら
の
意
味
付
与
に
ほ
か

な
ら
な
い
」。
た
と
え
「
原
始
儒
教
」
の
復
元
が
目
指
さ
れ
た
と
し
て
も
、「
そ
の

時
点
か
ら
の
古
典
の
読
み
か
え
」
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
（
丸
山

）。
1998b:190

そ
の
結
果
、「
江
戸
期
の
儒
教
」
研
究
に
お
い
て
は
、
第
四
に
、
儒
教
の
「
体
系
的
」

な
思
想
抽
出
よ
り
も
、「
諸
観
念
」
の
「
時
代
的
文
脈
」
と
「
歴
史
的
展
開
」
に
、

分
析
の
重
点
が
置
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。「
あ
く
ま
で
江
戸
時
代
の
儒
者
に
お
い

て
、
「聖
人
の
学
」と
し
て
現﹅

実﹅

に﹅

受﹅

け﹅

と﹅

め﹅

ら﹅

れ﹅

て﹅

き﹅

た﹅

諸
観
念
、
と
く
に
政
治

的
諸
観
念
を
、
あ
く
ま
で
江
戸
時
代
の
時
代
的
文
脈
の
な
か
で
理
解
し
、
そ
の
思

想
史
的
な
役
割
を
経
験
的
に
観
察
す
る
こ
と
」
が
課
題
と
さ
れ
た
（
丸
山1998b:

）。
こ
の
歴
史
的
文
脈
と
展
開
の
強
調
の
延
長
に
、
一
九
七
四
年
に
は
分

190-191

析
を
細
分
化
し
て
、「
儒
教
思
想
の
日
本
的
変
容
」
を
、
大
き
く
「
目
的
意
識
的
な

変
容
」
と
「
無
意
識
的
あ
る
い
は
下
意
識
的
な
変
容
」
と
に
区
別
し
、
さ
ら
に
後

者
に
お
い
て
も
、
ⓐ
江
戸
時
代
よ
り
古
く
か
ら
持
続
す
る
「
日
本
的
な
諸
条
件
と

の
関
連
」
で
起
こ
る
「
儒
教
の
変
容
」
と
、
ⓑ
「
江
戸
時
代
に
お
け
る
儒
学
で
な

け
れ
ば
み
ら
れ
な
い
よ
う
な
変
容
」、
さ
ら
に
ⓒ
江
戸
時
代
の
前
期
と
末
期
で
の

「
変
容
の
仕
方
自
体
」
の
変
遷
と
い
う
三
つ
の
次
元
を
意
識
し
つ
つ
検
討
す
る
こ

と
を
促
し
た
（
丸
山

）。

2015:185-188

丸
山
は
、
テ
ィ
リ
ヒ
に
よ
る
概
念
定
義
に
言
及
し
つ
つ
も
儒
教
宗
教
論
を
積
極

的
に
展
開
せ
ず
、
社
会
倫
理
に
活
か
さ
れ
た
儒
教
の
概
念
枠
組
や
教
義
の
解
釈
問

題
に
傾
斜
し
た
た
め
、
結
局
、
儒
教
の
祭
祀
や
儀
礼
に
つ
い
て
踏
み
込
ん
で
論
じ

る
こ
と
は
な
か
っ
た
。「
儒
教
の
日
本
的
変
容
」
を
主
題
と
し
つ
つ
も
、
な
ぜ
そ
の

「
宗
教
」
的
側
面
や
儒
礼
受
容
の
問
題
は
本
格
的
に
論
じ
ら
れ
な
か
っ
た
の
か
。

そ
れ
は
、
丸
山
が
政
治
思
想
研
究
に
力
点
を
置
い
た
た
め
だ
け
で
な
く
、
同
時
代

の
中
国
思
想
研
究
で
も
、
長
く
哲
学
的
な
理
気
論
が
重
視
さ
れ
、
社
会
的
な
礼
の

問
題
が
軽
視
さ
れ
た
こ
と
、
さ
ら
に
宗
族
と
い
う
家
族
制
度
が
な
い
近
世
日
本
社

会
の
場
合
に
は
、
儒
教
の
儀
礼
が
、
社
会
全
体
は
勿
論
、
武
家
層
や
幕
臣
た
ち
に

さ
え
も
十
分
に
普
及
し
て
い
な
か
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
中
国
の
よ
う
に
「
孔
子

崇
拝
の
儀
式
に
参
加
す
る
こ
と
は
士
大
夫
層
に
と
っ
て
は
必
要
欠
く
べ
か
ら
ざ
る

こ
と
で
あ
り
、
ま
た
官
吏
た
る
も
の
は
政
府
が
行
う
拝
天
の
祭
祀
に
出
席
し
な
い

で
す
ま
せ
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
」
と
い
う
状
況
の
も
と
で
あ
れ
ば
、「
こ
う

20世紀知識人の教養と学問
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い
っ
た
儀
式
に
強
い
宗
教
的
要
素
を
認
め
る
か
、
そ
れ
と
も
国
民
だ
れ
も
が
参
加

す
る
徳
義
的
な
も
の（
civilな
も
の
）と
見
て
、宗
教
的
な
意
味
を
否
認
す
る
か
」、

す
な
わ
ち
儒
教
宗
教
・
非
宗
教
論
は
、
中
国
人
キ
リ
ス
ト
者
の
祭
祀
参
加
の
是
非

を
め
ぐ
る
「
典
礼
問
題
」
と
し
て
、
き
わ
め
て
切
実
な
争
点
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う

（
矢
沢

）。
し
か
し
、
徳
川
日
本
で
は
仏
教
や
神
道
と
の
関
係
に
お

1970:57,68

い
て
さ
え
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
一
部
を
除
き
殆
ど
問
題
に
な
ら
ず
、
日
本
に
お
い

て
儒
教
が
religion
か
否
か
を
問
う
こ
と
の
意
義
は
低
く
な
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ

た
。そ

れ
で
は
、
近
年
の
儒
教
研
究
が
関
心
を
む
け
る
祭
祀
や
儀
礼
に
つ
い
て
、
そ

の
「
日
本
的
変
容
」
の
問
題
は
、
い
か
に
追
究
で
き
る
の
か
。
以
下
に
お
い
て
は
、

「
時
代
的
文
脈
の
な
か
で
理
解
し
、
そ
の
思
想
史
的
な
役
割
を
経
験
的
に
観
察
す

る
」
と
い
う
丸
山
の
示
唆
に
基
づ
き
、
時
代
と
地
域
と
担
い
手
を
、
徳
川
後
期
以

降
の
江
戸
の
昌
平
黌
に
対
象
を
絞
り
、
孔
子
の
霊
魂
を
祀
る
釈
奠
の
儀
礼
改
革
を

と
お
し
て
、「
儒
教
の
日
本
的
変
容
」
の
問
題
を
検
討
す
る
。

Ⅱ

徳
川
後
期
の
釈
奠
に
お
け
る
迎
送
神
と
神
像

〝
武
家
の
釈
奠
〞

―
礼
拝
対
象
の
「
神
」
と
祭
祀
の
性
格

徳
川
日
本
の
事
例
を
検
討
す
る
前
に
、
キ
リ
ス
ト
教
や
他
の
儒
教
文
化
圏
と
の

比
較
で
確
認
し
て
お
く
べ
き
は
、「
神
」
の
概
念
と
釈
奠
の
位
置
づ
け
で
あ
る
。
ま

ず
、
キ
リ
ス
ト
教
の
カ
ミ
（
デ
ウ
ス
）
を
表
す
漢
語
は
、
ロ
ー
マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク

教
会
で
は
、
一
七
一
五
年
の
教
皇
ク
レ
メ
ン
ス
一
一
世
の
教
皇
令
「
エ
ク
ス
＝
イ

ル
ラ
＝
デ
ィ
エ
」
に
よ
り
、「
天
」
や
「
上
帝
」
で
は
な
く
「
天
主
」
の
み
が
公
認

さ
れ
て
い
た（
矢
沢

）。
し
か
し
、プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
聖
書
翻
訳
で
は
、

1972:192

一
九
世
紀
半
ば
に
至
る
ま
で
、
訳
語
に
「
上
帝
」
か
「
神
」
を
採
用
す
る
か
を
め

ぐ
り
、
英
米
の
宣
教
師
た
ち
の
あ
い
だ
で
論
争
が
み
ら
れ
た
。
中
国
社
会
で
漢
語

の
「
神
」
は
、
自
然
神
と
し
て
、
必
ず
し
も
人
格
を
も
つ
も
の
で
は
な
く
、
精
な

る
気
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
、
祖
先
の
霊
や
死
者
の
魂
を
も
含
む
も

の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
ロ
ン
ド
ン
伝
道
会
の
ウ
ォ
ル
タ
ー
・
メ
ド
ハ
ー
ス
ト

は
、「
見
え
な
い
存
在
」（
invisible
being）
を
表
し
、
霊
（
spirit）
の
意
味
に

解
さ
れ
る「
神
」は
、訳
語
と
し
て
適
当
で
は
な
い
と
反
対
し
た（
鈴
木

）。

1977:295

儒
教
の
儀
礼
を
宗
教
儀
礼
と
捉
え
る
か
ど
う
か
は
、
ひ
と
え
に
そ
の
「
宗
教
」
の

定
義
如
何
に
よ
る
が
、
死
者
の
霊
魂
を
呼
び
戻
し
て
祭
礼
を
行
う
儀
式
は
、
キ
リ

ス
ト
教
宣
教
師
た
ち
の
眼
に
は
、
単
な
る
偉
人
崇
拝
を
超
え
た
religiousな
祭

祀
と
映
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。

ま
た
、
孔
子
の
霊
魂
を
祀
る
釈
奠
は
、
同
時
代
の
中
国
で
は
、
前
述
の
よ
う
に

国
家
祭
祀
の
様
相
を
呈
し
て
い
た
が
、
徳
川
幕
府
の
学
問
所
で
の
そ
れ
は
、
将
軍

の
親
祭
で
は
な
く
、
諸
大
名
や
旗
本
た
ち
に
参
加
が
強
要
さ
れ
て
も
い
な
い
。
江

戸
の
釈
奠
は
、
将
軍
綱
吉
に
よ
る
三
回
の
「
上
覧
」
を
例
外
と
し
て
、
林
家
塾
の

忍
岡
先
聖
殿
や
湯
島
大
成
殿
、
寛
政
期
以
降
の
学
問
所
の
聖
堂
に
お
い
て
、
基
本

的
に
は
林
大
学
頭
（
祭
酒
）
ほ
か
林
家
門
人
や
学
問
所
の
関
係
者
た
ち
に
よ
っ
て

営
ま
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
（
須
藤

、
マ
ク
マ
レ
ン

）。

2001:30f
2006:171,176

も
っ
と
も
、
本
来
、
孔
子
を
祀
る
儀
礼
は
、
孔
子
の
父
系
子
孫
に
よ
っ
て
担
わ

れ
る
務
め
で
あ
り
、
血
縁
関
係
に
な
い
他
人
が
関
わ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
釈

神の憑依するところ（眞壁仁）
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奠
は
、
家
廟
（
祠
堂
）
に
お
け
る
死
者
の
葬
礼
や
祭
礼
の
延
長
と
そ
の
発
展
の
も

と
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
が
、
そ
こ
に
お
い
て
死
者
の
霊
魂
と
感
応
し
、
神
を
降
ろ

し
ま
た
送
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
血
縁
関
係
の
あ
る
父
系
子
孫
に
限
ら
れ
て
い

た
か
ら
で
あ
る
。
中
国
に
お
い
て
は
、前
漢
の
武
帝
が
儒
教
を
国
教
化
し
て
以
降
、

後
漢
、
さ
ら
に
魏
晋
へ
の
時
代
変
遷
の
過
程
で
、
国
家
権
力
の
な
か
で
孔
子
の
権

威
は
飛
躍
的
に
高
ま
り
、
次
第
に
「
天
子
親
祭
」
と
し
て
皇
帝
自
ら
が
釈
奠
の
主

祭
を
務
め
て
い
く
よ
う
に
な
る
（
黄
2008）。
だ
が
、
徳
川
日
本
で
も
疑
義
が
生
じ

た
よ
う
に
、
元
来
そ
れ
は
、
国
家
、
具
体
的
に
は
皇
帝
た
ち
が
関
与
す
べ
き
筋
合

い
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

古
式
へ
の
回
帰

―
明
代
礼
制
か
ら
唐
代
礼
制
へ

寛
政
一
二
年
の
昌
平
坂
学
問
所
に
お
け
る
釈
奠
改
革
は
、
前
年
九
月
の
新
聖
堂

落
成
を
機
に
行
わ
れ
た
。
こ
の
改
革
を
直
接
的
に
担
当
し
た
の
は
、
大
学
頭
で
釈

奠
の
全
責
任
を
負
う
立
場
に
あ
っ
た
林
述
齋
（
一
七
六
八
│
一
八
四
一
年
）
と
彼

の
門
人
た
ち
、
そ
し
て
学
問
所
の
教
官
だ
っ
た
。
し
か
し
、
一
つ
ひ
と
つ
の
儀
礼

の
細
か
な
改
革
の
意
図
を
明
瞭
に
示
す
関
係
者
た
ち
の
史
料
は
知
ら
れ
て
お
ら

ず
、
そ
れ
ら
を
精
確
に
捉
え
る
こ
と
は
難
し
い
。

林
述
齋
は
、
西
田
直な
お

養か
い

（
一
七
九
三
│
一
八
六
五
年
）
に
対
し
て
、
の
ち
に
次

の
よ
う
に
釈
奠
の
実
施
を
語
っ
た
と
い
う
。「
林
祭
酒
〔
林
述
齋
〕
の
談
と
て
、
翁

の
い
は
る
ゝ
は
、
釈
奠
の
こ
と
、『
五
礼
通
考
』
に
因
り
て
は
、
一
向
に
行
ひ
が
た

し
。
「延
喜
式
」に
よ
れ
ば
、
進
退
周
旋
行
は
る
ゝ
と
ぞ
」（「
筱さ

さ

舎の
や

漫
筆
」
巻
之
一

三
）。
清
朝
の
秦し
ん

蕙け
い

田で
ん

（
一
七
〇
二
│
一
七
六
四
年
）
編
『
五
礼
通
考
』
巻
一
一
七

│
一
二
〇
「
祭
先
聖
先
師
」
と
巻
一
二
一
「
祀
孔
子
」
に
は
、
周
か
ら
明
代
ま
で

の
各
時
代
の
祭
祀
の
変
遷
が
記
さ
れ
て
い
る
。
述
齋
の
発
言
の
真
意
は
、
あ
ま
り

に
多
様
な
過
去
の
釈
奠
の
事
例
を
参
照
し
て
い
て
は
定
見
を
得
ら
れ
ず
に
混
乱
し

て
、
釈
奠
の
実
施
は
覚
束
ず
、
む
し
ろ
唐
代
の
「
開
元
礼
」
に
も
と
づ
く
古
代
日

本
の
「
延
喜
式
」
の
釈
奠
を
採
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
儀
礼
の
動
作
が
円
滑
に
行

わ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
に
は
、
日
本
の
大
学
寮
で
実
施

さ
れ
た
釈
奠
に
日
本
の
祭
祀
の
正
統
性
を
認
め
、
そ
の
古
式
に
回
帰
す
る
と
い
う

積
極
的
な
理
由
か
ら
、
唐
代
礼
制
に
従
っ
た
釈
奠
の
実
施
を
説
明
し
よ
う
と
す
る

意
図
が
あ
る
だ
ろ
う
。
改
革
当
時
、
述
齋
の
意
を
受
け
て
各
種
の
礼
楽
制
度
の
沿

革
を
検
索
し
、
一
連
の
改
革
案
の
材
料
を
提
供
し
た
の
は
、
平
井
澹た

ん

所し
よ

（
直
蔵
、

一
七
六
二
│
一
八
二
〇
年
）、
犬
塚
印
南
（
唯
助
、
一
七
五
〇
│
一
八
一
三
年
）、

大お
お

郷ご
う

信
齋
（
金
蔵
、
一
七
七
四
│
一
八
四
四
年
）
ら
、
林
家
の
門
人
た
ち
で
あ
っ

た
。寛

政
一
二
年
二
月
の
釈
奠
で
の
大
き
な
変
更
点
は
、
先
行
研
究
で
も
指
摘
さ
れ

て
き
た
よ
う
に
、
犬
塚
の
「
昌
平
志
」
に
よ
れ
ば
、
従
来
の
「
明
制
」
に
依
拠
し

た
祭
祀
を
、「
唐
礼
」
に
改
め
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
古
代
日
本
の
大
学

寮
で
行
わ
れ
た
「
延
喜
式
」
の
釈
奠
に
依
り
な
が
ら
、「
時
宜
」
に
適
う
よ
う
に
そ

れ
ら
を
斟
酌
し
、
う
わ
べ
だ
け
の
装
飾
に
あ
た
る
儀
礼
は
省
略
す
る
実
施
案
が
検

討
さ
れ
た
。
そ
の
変
更
点
は
多
岐
に
わ
た
る
が
、「
昌
平
志
」
が
特
記
す
る
と
こ
ろ

に
よ
れ
ば
、
儀
礼
の
や
り
方
が
便
宜
的
に
改
定
さ
れ
て
き
た
こ
と
が
批
判
さ
れ
、

そ
の
結
果
、
祭
祀
の
な
か
で
久
し
く
行
わ
れ
て
き
た
「
説
経
、
読
詩
、
頒は

ん

爼そ

、
饗

宴
の
諸
式
」
が
「
其
の
流
弊
、
或
ひ
は
虚
文
に
渉
」
る
た
め
「
改
停
」
さ
れ
た
（
凡
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例
、
第
二
四
則
）。
さ
ら
に
従
来
の
「
十
哲
位
」
の
木
主
と
「
賢
儒
図
像
」
一
六
扁

が
廟
堂
か
ら
撤
去
さ
れ
（
巻
二
事
実
誌
、
寛
政
一
二
年
八
月
一
六
日
の
条
）、
孔
子

の
門
人
十
哲
と
図
像
に
描
か
れ
た
陽
明
学
の
陸
象
山
や
王
陽
明
を
含
む
八
九
名
の

先
哲
は
、
釈
奠
で
の
祭
祀
対
象
か
ら
外
さ
れ
た
。

こ
れ
ら
に
加
え
て
、
こ
の
釈
奠
「
新
儀
」
の
式
次
第
で
は
、「
迎
神
」「
送
神
」

の
儀
式
が
省
か
れ
た
。
旧
来
の
釈
奠
に
お
い
て
は
「
迎
神
」「
送
神
」
の
そ
れ
ぞ
れ

に
「
読
詞
」
が
行
わ
れ
た
が
、
そ
れ
ら
も
す
べ
て
廃
止
さ
れ
た
。
じ
っ
さ
い
唐
の

「
開
元
礼
」を
ほ
ぼ
模
倣
し
た
古
代
日
本
の
大
学
寮
の
釈
奠（「
延
喜
式
」巻
二
〇
、

大
学
寮
）
で
も
、
こ
の
儀
式
は
含
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
徳
川

期
の
日
本
で
こ
の
改
革
以
前
に
挙
行
さ
れ
た
釈
奠
や
釈
菜
で
は
、
主
に
明
代
の
式

次
第
が
参
考
に
さ
れ
て
い
た
。
当
時
昌
平
黌
で
は
、
恐
ら
く
朝
鮮
朱
子
学
の
影
響

を
通
し
て
受
容
さ
れ
た
明
代
の
釈
菜
が
前
提
と
な
り
、
そ
の
上
で
他
の
諸
文
献
に

基
づ
く
改
変
が
な
さ
れ
て
い
た
。
寛
政
期
の
新
た
な
改
定
を
、「
延
喜
式
」
が
依
拠

す
る
唐
制
に
倣
う
も
の
と
説
明
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、
十
哲
位
と

賢
儒
図
像
の
撤
去
と
迎
送
神
の
儀
礼
の
省
略
は
、
古
式
へ
の
回
帰
だ
け
で
は
説
明

で
き
な
い
、
孔
子
崇
拝
の
儀
礼
を
め
ぐ
る
よ
り
本
質
的
な
問
題
を
含
ん
で
い
る
と

思
わ
れ
る
。

釈
奠
に
お
け
る
像
と
木
主

―
神
が
憑
依
す
る
と
こ
ろ

そ
も
そ
も
孔
子
の
神
霊
が
憑
依
す
る
対
象
は
、
孔
子
像
で
あ
る
神
像
な
の
か
、

そ
れ
と
も
そ
の
名
を
記
し
た
木
主
（
主
・
神
主
）
な
の
か
。
同
時
代
の
東
ア
ジ
ア

の
文
脈
を
踏
ま
え
た
場
合
、
寛
政
期
の
釈
奠
改
革
に
お
け
る
祭
祀
問
題
は
、
こ
の

理
解
に
お
い
て
特
異
な
点
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
神
像
で
あ
れ

ば
、
制
作
後
の
入に

ゆ
う

魂こ
ん

（
開
眼
）
に
よ
っ
て
像
そ
の
も
の
の
内
に
神
霊
が
宿
り
、
そ

の
ま
ま
祭
儀
に
使
用
で
き
る
が
、
位
牌
の
よ
う
な
木
主
を
用
い
た
場
合
に
は
、
祭

祀
の
都
度
に
神
霊
を
降
臨
さ
せ
、
そ
れ
を
木
主
自
体
に
依
り
憑
か
せ
る
必
要
が

あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
朝
鮮
や
中
国
に
お
い
て
は
、
従
来
、
孔
子
ら

聖
賢
の
図
像
・
塑
像
・
鋳
像
も
用
い
ら
れ
て
い
た
が
、
一
五
・
一
六
世
紀
に
、
木

主
へ
と
改
め
ら
れ
て
い
た
。
朝
鮮
の
漢
城
成
均
館
孔
子
廟
で
は
、
太
宗
九
（
一
四

〇
九
）
年
に
塑
像
が
木
主
に
改
正
さ
れ
、
そ
の
後
、
中
国
の
北
京
国
子
監
孔
子
廟

に
お
い
て
も
、
嘉か

靖せ
い

九
（
一
五
三
〇
）
年
に
塑
像
が
毀
撤
さ
れ
て
木
主
に
変
更
さ

れ
た
（『
朝
鮮
王
朝
実
録
』
太
宗
九
年
七
月
丁
丑
、『
明
史
』
巻
五
〇
「
礼
志
」
四

「
至
聖
先
師
孔
子
廟
祀
」）。
儒
教
文
化
圏
で
、
な
ぜ
神
像
は
否
定
さ
れ
る
べ
き
と

考
え
ら
れ
た
の
か
。
そ
れ
は
日
本
で
は
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
ら
れ
た
の
か
。

（
一
）
和
刻
本
『
闕
里
誌
』
で
の
「
木
主
」
導
入
の
論
拠

徳
川
日
本
に
お
い
て
、
釈
奠
と
そ
の
変
遷
史
の
理
解
の
前
提
と
な
っ
て
い
た
と

思
わ
れ
る
和
刻
本
『
闕け

つ

里り

誌し

』（
陳ち
ん

鎬こ
う

（
？
│
一
五
一
一
年
）
撰
、
孔
貞こ
う

叢そ
う

重
撰
、

寛
文
一
二
（
一
六
七
二
）
年
刊
）
に
よ
れ
ば
、
明
朝
の
中
国
で
「
洪
武
の
初
」
に

は
、「
塑
像
・
章
服
、
俱
に
前
代
之
旧
に
仍
」
っ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
洪
武

一
五
（
一
三
八
二
）
年
、「
南
京
の
太
学
成
」
っ
た
こ
と
を
機
に
「
孔
子
以
下
塑
像

を
去
て
、
木
主
を
設
」
け
た
。
そ
し
て
嘉
靖
九
年
に
至
っ
て
「
詔し

よ
う

し
て
天
下
の
文

廟
塑
像
を
去
り
、
易
ふ
る
に
木
主
を
以
す
」
と
、
全
国
の
孔
子
廟
の
「
塑
像
」
が

撤
去
さ
れ
て
「
木
主
」
に
改
め
ら
れ
て
い
た
（『
闕
里
誌
』
巻
之
四
、
礼
楽
誌
、
章

神の憑依するところ（眞壁仁）

105



099_「知識人と教養」_眞壁仁氏.mcd  Page 8 17/03/04 13:58  v5.51

服
）。た

だ
し
、
中
国
の
釈
奠
に
お
け
る
「
迎
神
」「
送
神
」
儀
礼
と
釈
奠
で
の
「
木
主
」

の
導
入
の
時
期
を
特
定
す
る
こ
と
は
、
難
し
い
。
木
主
と
像
が
混
在
し
て
い
た
と

思
わ
れ
る
時
代
の
釈
奠
の
記
事
に
も
、
わ
ず
か
だ
が
迎
送
神
の
記
事
を
見
出
す
こ

と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
（『
旧
唐
書
』
巻
三
〇
、
志
第
一
〇
、
音
楽
な
ど
）。
嘉

靖
九
年
の
礼
制
改
革
で
祭
祀
の
対
象
が
「
塑
像
」
か
ら
「
木
主
」
に
改
定
さ
れ
る

以
前
か
ら
、
明
代
の
釈
奠
儀
式
の
な
か
で
は
「
迎
神
」「
送
神
」
の
儀
礼
が
実
施
さ

れ
て
い
た
（
小
島
1992、
郭

）。
さ
ら
に
こ
の
明
代
の
迎
送
神
は
、
前

2005:33-35

朝
の
元
代
の
釈
奠
か
ら
引
き
継
が
れ
た
も
の
で
あ
り
、
宋
代
か
ら
元
代
に
至
る
史

的
展
開
の
過
程
で
意
識
的
に
組
み
入
れ
ら
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
上
下
尊
卑
の

別
も
な
く
、
身
分
を
問
わ
ず
「
一
概
」
の
制
度
を
定
め
た
、
北
宋
の
程て

い

頤い

（
伊
川
、

一
〇
三
三
│
一
一
〇
七
年
）
の
画
期
的
な
神
主
改
定
を
踏
ま
え
れ
ば
、
宋
代
の
家

礼
に
お
け
る
木
主
の
普
及
に
伴
っ
て
、
釈
奠
で
も
そ
の
名
を
記
し
た
神
主
が
多
数

設
け
ら
れ
、
祭
祀
の
な
か
で
神
霊
を
迎
え
、
そ
し
て
送
る
儀
礼
が
必
要
と
な
っ
た

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

『
闕
里
誌
』
が
洪
武
一
五
年
の
「
木
主
」
導
入
の
根
拠
と
す
る
の
は
、
南
宋
の
朱

熹
（
一
一
三
〇
│
一
二
〇
〇
年
）
の
『
朱
子
語
類
』
巻
九
〇
、
第
二
〇
条
の
一
節

と
、
時
代
的
に
は
後
に
属
す
る
明
代
の
丘き
ゆ
う

濬し
ゆ
ん

（
一
四
二
〇
│
一
四
九
五
年
）
の

『
大
学
衍
義
補
』
巻
六
五
、
釈
奠
先
師
之
礼
上
、
開
元
八
年
の
条
か
ら
の
抜
粋
で

あ
る
。
儒
教
祭
祀
に
お
い
て
な
ぜ
塑
像
で
は
な
く
、木
主
を
用
い
る
べ
き
な
の
か
。

そ
の
理
由
と
し
て
、
①
儒
教
の
理
念
の
追
究
、
②
朱
熹
の
意
図
の
実
現
、
③
道
教

や
④
仏
教
へ
の
対
抗
か
ら
偶
像
否
定
と
い
っ
た
論
拠
が
考
え
ら
れ
る
が
、こ
の『
闕

里
誌
』
の
引
用
で
は
、
②
朱
熹
が
「
像
」
で
は
な
く
「
主
を
設
け
」
る
こ
と
を
勧

め
た
こ
と
と
、
④
仏
教
と
い
う
「
異
教
」
が
中
国
に
流
入
す
る
以
前
に
は
「
像
」

や
「
土
絵
」
で
は
な
く
「
神
主
」
が
用
い
ら
れ
た
と
い
う
丘
濬
の
見
解
に
よ
っ
て
、

木
主
使
用
の
正
統
化
が
図
ら
れ
て
い
る
。

（
二
）
嘉
靖
改
革
を
め
ぐ
る
評
価

明
朝
中
国
に
お
け
る
嘉
靖
九
年
の
木
主
へ
の
改
変
は
、
日
本
に
お
い
て
も
、
前

述
の
和
刻
本
『
闕
里
誌
』
や
『
大
学
衍
義
補
』
の
記
述
に
よ
っ
て
関
係
者
た
ち
に

広
く
知
ら
れ
て
い
た
。
新
井
白
石
の
「
聖
像
考
」（
元
禄
七
（
一
六
九
四
）
年
）
は
、

こ
の
明
朝
で
の
改
革
の
経
緯
を
、
程
頤
か
ら
朱
熹
、
宋そ

う

濂れ
ん

（
一
三
一
〇
│
一
三
八

一
年
）、
林り

ん

顎が
く

（
一
四
二
三
？
│
一
四
七
六
年
）、
丘
濬
、
張ち
よ
う

璁そ
う

（
一
四
七
五
│
一

五
三
九
年
）
ま
で
の
議
論
を
紹
介
し
て
述
べ
る
。「
丘
濬
の
説
」
も
、
じ
つ
は
蓄
積

さ
れ
た
「
こ
れ
ら
の
説
に
よ
れ
る
」
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ら
が
根
拠
に
な
っ
て
聖

像
か
ら
木
主
へ
と
改
め
ら
れ
た
。
白
石
は
こ
の
論
考
で
、
木
主
に
よ
る
祭
祀
の
実

施
の
画
期
が
、
程
頤
に
あ
る
こ
と
を
見
出
し
て
い
る
。
程
頤
が
指
摘
す
る
よ
う
に

（『
二
程
全
書
』
巻
之
二
四
、
第
四
八
条
）、
⑤
画
像
や
塑
像
で
故
人
を
髪
の
毛
一

本
に
至
る
ま
で
正
確
に
描
写
す
る
こ
と
は
困
難
で
、
結
局
「
別
人
」
に
な
っ
て
し

ま
う
た
め
に
、
ま
た
故
人
を
冒
瀆
し
な
い
た
め
に
も
「
木
主
」
を
用
い
る
べ
き
で

あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

そ
の
後
の
徳
川
中
期
の
儒
学
思
想
に
お
い
て
は
、
家
礼
祭
祀
で
の
「
木
主
」
使

用
を
め
ぐ
っ
て
、
北
宋
の
程
頤
の
発
案
に
基
づ
く
定
型
を
用
い
る
か
、
そ
れ
と
も

「
古
礼
」
に
モ
デ
ル
を
求
め
る
か
、
ま
た
影
像
で
あ
る
「
主
」
を
用
い
る
か
、
そ
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れ
と
も
名な

札ふ
だ

で
あ
る
「
位
」
を
用
い
る
か
、
さ
ら
に
そ
こ
に
身
分
的
な
区
別
を
つ

け
よ
う
と
す
る
の
か
と
い
う
点
で
、
論
者
に
よ
り
異
な
る
認
識
が
み
ら
れ
た
。
中

世
に
禅
僧
に
よ
っ
て
中
国
か
ら
伝
来
し
た
位
牌
は
、
室
町
期
に
は
武
家
層
で
も
作

ら
れ
た
が
、
庶
民
層
で
は
早
く
は
元
禄
・
享
保
期
か
ら
、
多
く
は
文
化
・
文
政
期

以
降
に
普
及
し
た
（
新
谷

）。
当
時
日
本
で
庶
民
層
に
も
普
及
し

1999:125-126

始
め
た
位
牌
と
の
違
い
を
強
調
し
、
儒
教
祭
祀
に
お
け
る
神
主
と
神
位
（
神
版
・

神
牌
）
に
明
確
な
区
別
を
立
て
る
と
い
う
議
論
も
起
こ
っ
て
い
る
。

寛
政
期
に
な
る
と
儒
者
た
ち
の
あ
い
だ
で
は
、
明
代
の
釈
奠
に
お
け
る
「
塑
像
」

か
ら
「
木
主
」
へ
の
改
定
は
周
知
の
事
柄
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
異
学
の
禁
に
反

対
し
た
冢つ

か

田だ

大
峰
（
一
七
四
五
│
一
八
三
二
年
）
は
、
明
朝
の
議
論
を
引
き
な
が

ら
、
日
本
の
釈
奠
に
お
け
る
文
宣
王
の
諡し

号ご
う

と
塑
像
の
使
用
を
批
判
す
る
。
そ
の

際
に
引
照
さ
れ
る
の
も
、
天
順
四
（
一
四
六
〇
）
年
に
孔
子
廟
の
像
を
「
木
主
」

に
改
め
る
こ
と
を
主
張
し
た
林
顎
と
前
述
の
嘉
靖
九
年
の
礼
制
改
革
の
際
の
張
璁

の
議
論
で
あ
る
。
塑
像
批
判
の
根
拠
と
し
て
引
か
れ
る
前
者
の
林
顎
は
、
さ
き
の

④
の
要
素
の
よ
う
に
、「
塑
像
は
西
夷
の
仏
教
よ
り
始
」
め
ら
れ
た
が
、
孔
子
は
ま

だ
仏
教
が
「
中
国
に
入
ら
ざ
る
の
前
に
卒
」
し
て
お
り
、「
所い

わ

謂ゆ
る

像
を
識し
ら

」な
か
っ

た
と
い
う
こ
と
、し
か
も
⑤
の
根
拠
で
あ
る
像
に
は「
長
短
豊ほ
う

瘠せ
き

」に
相
違
が
あ
り
、

こ
の
よ
う
な
多
様
な
形
態
は
む
し
ろ
甚
だ
し
く
「
聖
を
褻け

が

す
こ
と
」
に
な
る
だ
ろ

う
と
批
判
し
た
（
冢
田
「
随
意
録
」
巻
一
、
第
九
二
条
）。

し
か
し
、
新
井
白
石
の
論
考
か
ら
ち
ょ
う
ど
一
世
紀
後
、
林
家
の
塾
頭
を
つ
と

め
た
関
松し

よ
う

窓そ
う

（
一
七
二
七
│
一
八
〇
一
年
）
は
、「
先
聖
孔
子
画
像
服
章
考
」（
寛

政
六
（
一
七
九
四
）
年
）
を
著
し
て
、
白
石
や
大
峰
と
は
対
照
的
に
、「
今
我
国
に

て
文
宣
王
の
諡
号
・
塑
像
・
画
像
を
用
る
憚
る
所
な
し
」
と
、
礼
制
改
革
へ
の
否

定
的
な
見
解
を
記
し
、
現
状
維
持
を
訴
え
て
い
る
。
松
窓
は
、
朝
鮮
版
の
『
闕
里

誌
』
に
拠
っ
て
嘉
靖
改
革
を
引
き
な
が
ら
、
全
国
の
塑
像
を
廃
し
て
木
主
と
せ
よ

と
の
嘉
靖
帝
の
詔
は
、「
京け

い

師し

」
で
は
実
行
さ
れ
た
が
「
諸
国
」
に
お
い
て
は
実
施

さ
れ
ず
、
帝
の
没
後
に
は
旧
慣
に
復
し
、
の
ち
に
孔
子
像
の
説
も
復
活
し
て
い
る

こ
と
、
ま
た
嘉
靖
帝
自
身
が
「
不
徳
の
人
」
で
あ
っ
て
「
英
主
」
と
い
え
ど
も
「
尊

に
足
ら
」
な
い
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
日
本
で
は
「
木
主
」
で
は
な
く
、
大
学
寮
に

お
け
る
塑
像
や
画
像
使
用
の
先
例
に
倣
う
の
が
「
善
」
い
と
い
う
。

こ
の
よ
う
な
認
識
の
背
景
に
は
、改
革
の
浸
透
に
地
域
的
な
偏
差
が
あ
る
と
の
、

実
情
に
即
し
た
中
国
認
識
の
深
ま
り
と
と
も
に
、
明
清
交
替
を
経
て
清
朝
政
権
へ

の
積
極
的
な
評
価
が
日
本
で
も
定
着
し
、
前
王
朝
で
あ
る
明
朝
の
嘉
靖
帝
へ
の
評

価
が
従
来
よ
り
低
下
し
た
と
い
う
、
寛
政
期
の
江
戸
儒
学
界
の
事
情
が
あ
る
か
も

し
れ
な
い
（
眞
壁
2012）。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
こ
に
は
、
従
来
の
よ
う
に
明
代
の

釈
奠
や
礼
制
改
革
に
迎
合
す
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
唐
代
の
釈
奠
受
容
以
降
に

形
成
さ
れ
た
、
日
本
独
自
の
伝
統
に
従
う
べ
き
で
あ
る
と
の
認
識
が
窺
え
る
。

（
三
）
仏
像
お
よ
び
神
像
の
伝
統

日
本
で
蓄
積
さ
れ
た
孔
子
像
・
賢
儒
像
の
認
識
に
は
、
画
像
・
塑
像
・
鋳
像
を

問
わ
ず
、
像
そ
の
も
の
に
神
霊
が
宿
っ
て
い
る
と
い
う
仏
教
の
強
い
影
響
を
看
取

す
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
仏
教
の
場
合
に
は
、
物
を
具
象
す
る
こ
と
が
、
民
衆
の

教
化
に
繋
が
っ
て
い
た
。
た
と
え
ば
、
前
述
の
関
松
窓
は
、
幕
臣
で
有
職
故
実
の

研
究
家
の
伊
勢
貞さ

だ

丈た
け

（
一
七
一
八
│
一
七
八
四
年
）
の
説
と
し
て
、「
貞
丈
按
、
仏

神の憑依するところ（眞壁仁）
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法
ハ
像
散
ト
テ
、
仏
像
ヲ
初
メ
諸
ノ
仏
具
ニ
至
ル
マ
デ
、
物
ノ
形
ヲ
表あ
ら
わ

シ
像か
た
ど

リ

テ
教
ト
ス
ル
也
」
と
の
論
を
紹
介
し
て
い
る
（「
松
窓
随
筆
」
巻
五
）。
ま
た
、
白

石
と
同
様
に
程
頤
の
見
解
に
従
っ
て
、「
一
毛
一
髪
」
が
異
な
れ
ば
真
の
似
姿
と
は

な
ら
な
い
た
め
、
文
字
に
よ
り
名
だ
け
を
記
し
た
「
神
主
」
を
用
い
る
方
法
が
よ

い
と
の
説
を
紹
介
す
る
山
口
幸ゆ
き

充み
つ（

生
没
年
未
詳
だ
が
江
戸
中
期
の
人
）
で
さ
え
、

教
え
を
受
け
る
者
と
し
て
の
資
質
が
低
く
修
行
す
る
力
が
乏
し
い
「
下げ

機き

」に
対

し
て
は
、
像
が
な
け
れ
ば
彼
ら
は
信
じ
な
い
こ
と
を
注
記
し
て
い
た
（「
嘉
良
喜
随

筆
」
巻
之
一
）。
先
行
研
究
者
た
ち
か
ら
も
、
江
戸
時
代
の
初
期
の
釈
奠
で
「
仏
式

の
孔
子
像
」
や
人
物
肖
像
画
が
用
い
ら
れ
た
こ
と
に
は
、
儒
教
布
教
の
上
で
視
覚

的
な
効
果
を
期
待
す
る
意
図
が
あ
っ
た
と
の
指
摘
が
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
像
を
介
し
た
民
衆
へ
の
儒
教
布
教
の
効
果
を
、
過
大
に

見
積
も
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
日
本
に
お
い
て
孔
子
廟
の
数
は
き
わ
め
て
少
な

く
、
仏
教
寺
院
の
よ
う
に
広
く
公
開
さ
れ
て
も
お
ら
ず
、
ま
し
て
江
戸
の
釈
奠
は

武
家
の
、
し
か
も
幕
臣
や
林
家
門
人
の
よ
う
に
限
定
さ
れ
た
者
だ
け
で
営
ま
れ
た

祭
礼
で
あ
っ
た
。
釈
奠
に
お
け
る
孔
子
像
の
設
置
は
、
像
の
使
用
に
よ
る
布
教
効

果
へ
の
期
待
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
人
を
カ
ミ
と
し
て
祀
る
儀
礼
の
広
ま
り
と

そ
の
社
会
的
定
着
の
文
脈
の
も
と
で
検
討
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
徳
川
期
に

は
、「
神
祖
」「
神
君
」
徳
川
家
康
が
、
画
像
や
木
像
（
増
上
寺
安
国
殿
に
安
置
）

で
具
象
化
さ
れ
て
、
そ
れ
ら
が
関
係
者
の
祭
礼
の
際
に
用
い
ら
れ
た
よ
う
に
、
祭

祀
に
お
け
る
ヒ
ト
ガ
ミ
の
影
像
の
普
及
が
あ
っ
た
。
も
っ
と
も
、
近
世
期
の
ヒ
ト

ガ
ミ
信
仰
自
体
が
、
天
台
宗
で
発
達
し
た
本
地
垂
迹
思
想
の
変
容
の
な
か
で
現
れ

た
こ
と
、
ま
た
昌
平
黌
の
孔
子
お
よ
び
四
配
（
顔
子
・
子
思
子
・
曾そ

う

子し

・
孟
子
）

の
五
体
の
聖
像
が
、
京
都
の
七
条
大
仏
師
第
二
三
世
の
康こ
う

音お
ん

（
一
六
〇
〇
│
一
六

八
三
年
）
に
よ
っ
て
作
製
さ
れ
た
こ
と
（
伊
藤

）
か
ら
も
分
か
る
よ

2007:44,48

う
に
、
こ
れ
ら
は
神
仏
習
合
し
た
日
本
仏
教
の
仏
像
・
仏
画
の
影
響
の
も
と
に
発

展
し
た
も
の
で
も
あ
る
。
そ
の
点
で
、
日
本
で
の
孔
子
た
ち
の
塑
像
や
画
像
に
、

仏
教
に
み
ら
れ
る
神
霊
の
捉
え
方
、
と
く
に
神
像
そ
の
も
の
に
神
霊
が
宿
っ
て
い

る
と
す
る
認
識
が
大
き
く
影
響
し
て
い
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。

寛
政
期
の
釈
奠
改
革
は
、
敢
え
て
孔
子
門
人
の
「
十
哲
位
」
の
木
主
を
廃
し
て

ま
で
、
画
像
（
宋
儒
六
人
を
描
い
た
狩
野
山
雪
筆
「
歴
聖
大
儒
像
」）
や
塑
像
な
ど

の
視
覚
的
な
神
の
影
像
に
執
着
し
た
。
木
主
を
用
い
な
け
れ
ば
、
祀
り
の
た
び
に

神
霊
を
招
い
て
依
り
憑
か
せ
る
「
迎
送
神
」
の
儀
礼
は
不
要
で
あ
る
。
改
革
は
、

そ
の
こ
と
を
自
覚
し
た
虚
礼
の
廃
止
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
の
後
の
釈
奠
挙
行

―
「
日
本
の
孔
子
」「
日
本
化
せ
ら
れ
た
釈
奠
」
へ

昌
平
坂
学
問
所
を
前
身
の
一
つ
に
も
つ
明
治
初
期
の
大
学
校
（
明
治
二
年
七
月

設
立
）
で
は
、
漢
学
者
に
対
す
る
国
学
者
の
反
発
と
し
て
、
孔
子
を
祀
る
釈
奠
を

廃
し
、
新
た
に
大
学
校
行
事
と
し
て
「
思お
も
い

兼か
ね
の

命み
こ
と

」
を
祭
る
「
学
神
祭
」
が
挙
行

さ
れ
、
激
し
い
論
争
に
発
展
し
た
。
こ
の
大
学
校
の
「
学
神
祭
」
を
め
ぐ
る
対
立

と
混
乱
の
な
か
で
、
維
新
後
、
聖
堂
の
釈
奠
は
実
施
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

こ
の
論
争
は
、
単
に
漢
学
者
と
国
学
者
と
の
対
立
に
と
ど
ま
ら
ず
、
当
時
日
本
の

最
高
学
府
で
あ
っ
た
大
学
校
に
お
け
る
教
育
理
念
に
関
わ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の

課
題
の
模
索
は
、
一
八
九
〇
年
の
「
教
育
勅
語
」
発
布
に
至
る
ま
で
続
い
た
と
い

え
る
。
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今
日
毎
年
春
に
挙
行
さ
れ
て
い
る
湯
島
聖
堂
で
の
釈
奠
（
斯
文
会
主
催
）
は
、

二
〇
世
紀
初
頭
の
「
孔
子
祭
」
の
復
活
を
引
き
継
ぐ
も
の
で
あ
る
。
一
九
〇
六
年
、

当
時
湯
島
の
聖
堂
を
管
理
し
て
い
た
東
京
高
等
師
範
学
校
の
職
員
の
有
志
は
、
孔

子
を
崇
敬
し
そ
の
日
本
で
の
教
化
に
謝
意
を
表
す
た
め
の
祭
典
を
計
画
し
た
。
そ

れ
を
う
け
て
孔
子
祭
典
会
が
創
立
さ
れ
、
翌
年
四
月
二
九
日
に
第
一
回
の
祭
典
が

実
施
さ
れ
た
。
こ
の
際
に
、
釈
奠
は
、「
孔
子
祭
」
と
い
う
名
称
で
復
活
し
た
ば
か

り
で
な
く
、
神
田
神
社
（
神
田
明
神
）
の
神
官
に
よ
っ
て
祭
祀
が
担
わ
れ
た
。
こ

れ
に
よ
り
、
木
主
は
な
く
像
だ
け
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
孔
子
像
ほ
か
五
聖

像
に
対
し
て
、
神
霊
を
呼
び
寄
せ
る
と
い
う
、
一
見
奇
妙
な
慣
行
が
取
り
入
れ
ら

れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
行
為
そ
れ
自
体
は
、
徳
川
期
の
寛
政
改
革
以
前

に
行
わ
れ
た
画
像
・
塑
像
・
木
主
に
対
す
る
迎
送
神
で
あ
り
、
明
代
と
唐
代
礼
制

の
混
在
形
態
の
復
活
に
も
映
る
。
し
か
し
、
こ
の
釈
奠
再
興
は
、
担
い
手
の
変
更
、

「
神
式
」
の
導
入
と
融
合
の
な
か
で
、
そ
の
既
成
事
実
が
先
行
し
、
史
的
変
遷
に

対
す
る
十
分
な
検
討
と
思
想
的
な
整
理
が
行
わ
れ
な
い
ま
ま
に
進
め
ら
れ
た
の
で

は
な
い
か
。
こ
の
祭
典
会
が
一
九
一
九
年
に
成
立
し
た
斯
文
会
と
合
併
し
て
、
今

日
の
斯
文
会
主
催
の
釈
奠
に
至
る
が
、
そ
れ
は
中
国
の
釈
奠
と
は
異
な
り
、
さ
ら

に
徳
川
時
代
に
実
施
さ
れ
た
い
か
な
る
形
態
の
釈
奠
と
も
異
な
る
、
近
代
日
本
で

創
ら
れ
た
「
純
神
式
」
の
「
日
本
化
せ
ら
れ
た
釈
奠
」（
近
藤

）
と
な
っ

1934:131

て
い
る
。参

考
文
献

吾
妻
重
二
（
二
〇
〇
五
）「
木
主
に
つ
い
て

―
朱
子
学
ま
で
」、
福
井
文
雅
博
士
古
稀
・
退
職

記
念
論
集
刊
行
会
編
『
ア
ジ
ア
文
化
の
思
想
と
儀
礼
』
春
秋
社

―
（
二
〇
一
三
）「
儒
教
の
再
考

―
儀
礼
・
祭
祀
・
神
々
・
五
経
」『
日
本
中
国
学
会
報
』

第
六
五
集

伊
藤
た
ま
き
（
二
〇
〇
七
）「
湯
島
聖
堂
の
孔
子
像
」、
筑
波
大
学
大
学
院
日
本
美
術
史
研
究
室

編
『
草
創
期
の
湯
島
聖
堂

―
よ
み
が
え
る
江
戸
の
「
学
習
」
空
間
』
清
流
出
版
社

奥
崎
裕
司
・
石
漢
椿
編
（
二
〇
一
一
）『
宗
教
と
し
て
の
儒
教
』
汲
古
書
院

郭
潤
濤
（
二
〇
〇
五
）「
明
代
文
廟
〝
釋
奠
儀
〞」、『
中
国
史
学
』
第
一
五
巻
、
朋
友
書
店

加
地
伸
行
（
一
九
九
〇
）『
儒
教
と
は
何
か
』
中
央
公
論
社

―
（
一
九
九
七
）『
沈
黙
の
宗
教

―
儒
教
』
筑
摩
書
房

黄
進
興
（
二
〇
〇
八
）（
林
雅
清
訳
）「
伝
統
中
国
に
お
け
る
孔
子
廟
祭
祀
と
そ
の
宗
教
性
」、
吾

妻
重
二
・
二
階
堂
善
弘
編
『
東
ア
ジ
ア
の
儀
礼
と
宗
教
』
雄
松
堂
出
版

小
島
毅
（
一
九
九
二
ａ
）「
嘉
靖
の
礼
制
改
革
に
つ
い
て
」、『
ア
ジ
ア
文
化
と
社
会
二
（
東
洋
文

化
研
究
所
紀
要
第
一
一
七
冊
）』
汲
古
書
院

―
（
一
九
九
二
ｂ
）「
儒
教
の
偶
像
観

―
祭
礼
を
め
ぐ
る
言
説
」、『
中
国

―
社
会
と
文

化
』
第
七
号

近
藤
春
雄
（
一
九
三
四
）「
我
國
に
於
け
る
釋
奠
に
就
て
」、『
大
東
文
化
』
第
八
号

任
継
愈
編
（
二
〇
〇
〇
）『
儒
教
問
題
争
論
集
』
宗
教
文
化
出
版
社

新
谷
尚
紀
（
一
九
九
九
）「
位
牌
」、『
日
本
民
俗
大
辞
典
』
上
、
吉
川
弘
文
館

鈴
木
範
久
（
一
九
七
七
）「
「カ
ミ
」の
訳
語
考
」、『
秘
め
ら
れ
た
意
味
（
講
座
宗
教
学
第
四
巻
）』

東
京
大
学
出
版
会

須
藤
敏
夫
（
二
〇
〇
一
）『
近
世
日
本
釈
奠
の
研
究
』
思
文
閣
出
版

ハ
ー
バ
ー
ト
・
フ
ィ
ン
ガ
レ
ッ
ト
（
一
九
八
九
）『
論
語
は
問
い
か
け
る
│
孔
子
と
の
対
話
』
平

神の憑依するところ（眞壁仁）

109



099_「知識人と教養」_眞壁仁氏.mcd  Page 12 17/03/04 13:58  v5.51

凡
社

眞
壁
仁
（
二
〇
一
二
）「
徳
川
儒
学
思
想
に
お
け
る
明
清
交
替

―
江
戸
儒
学
界
に
お
け
る
正

統
の
転
位
と
そ
の
変
遷
」、『
北
大
法
学
論
集
』
第
六
二
巻
第
六
号

ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
マ
ク
マ
レ
ン
（
二
〇
〇
六
）「
武
家
の
釈
奠
を
め
ぐ
っ
て

―
徳
川
時
代
の
孔

子
祭
礼
」、
笠
谷
和
比
古
編
『
公
家
と
武
家
Ⅲ

―
王
権
と
儀
礼
の
比
較
文
明
史
的
考
察
』

思
文
閣

丸
山
眞
男
（
一
九
五
八
）
丸
山
眞
男
文
庫
所
蔵
草
稿
類
資
料
「
「ベ
ラ
ー
『
徳
川
時
代
の
宗
教
』

に
つ
い
て
」関
連
メ
モ
」（
資
料
番
号
306）

―
（
一
九
七
四
ａ
）
丸
山
眞
男
文
庫
所
蔵
草
稿
類
資
料
「
熱
海
セ
ミ
ナ
ー
報
告
「日
本
に
お

け
る
儒
教
の
変
遷
」（
速
記
）」（
資
料
番
号

）
406-1

―
（
一
九
七
四
ｂ
）
丸
山
眞
男
文
庫
所
蔵
草
稿
類
資
料
「
熱
海
セ
ミ
ナ
ー
報
告
の
た
め
の

メ
モ
「江
戸
時
代
儒
教
に
た
い
す
る
比
較
文
化
的
ア
プ
ロ
ー
チ
」」（
資
料
番
号

）

406-2

―
（
一
九
八
七
）
丸
山
眞
男
文
庫
所
蔵
草
稿
類
資
料
「
「儒
学
」と
「儒
教
」
の
区
別
に
つ
い

て
の
メ
モ
」（
資
料
番
号

）（『
丸
山
眞
男
記
念
比
較
思
想
研
究
セ
ン
タ
ー
報
告
』
第

670-9-4

一
一
号
、
二
〇
一
六
年
に
翻
刻
）

―
（
一
九
九
六
ａ
）「
ベ
ラ
ー
「徳
川
時
代
の
宗
教
」に
つ
い
て
」（
初
出
一
九
五
八
年
）『
丸

山
眞
男
集
』
第
七
巻
、
岩
波
書
店

―
（
一
九
九
六
ｂ
）「
『文
明
論
之
概
略
』を
読
む
」（
初
出
一
九
八
六
年
）『
丸
山
眞
男
集
』

第
一
三
巻
、
岩
波
書
店

―
（
一
九
九
八
ａ
）『
丸
山
眞
男
講
義
録
第
四
冊
日
本
政
治
思
想
史
一
九
六
四
』（
東
京

大
学
出
版
会

―
（
一
九
九
八
ｂ
）『
丸
山
眞
男
講
義
録
第
七
冊
日
本
政
治
思
想
史
一
九
六
七
』
東
京
大

学
出
版
会

―
（
二
〇
一
四
）「
江
戸
時
代
に
お
け
る
異
端
類
型
化
の
試
み

―
日
本
学
士
院
論
文
報

告
」（
一
九
八
七
年
）
丸
山
眞
男
手
帖
の
会
編
『
丸
山
眞
男
話
文
集
』
続
一
、
み
す
ず
書
房

―
（
二
〇
一
五
）「
日
本
に
お
け
る
儒
教
の
変
遷
」（
一
九
七
四
年
）『
丸
山
眞
男
集
別
集
』

第
三
巻
、
岩
波
書
店

矢
沢
利
彦
編
訳
（
一
九
七
〇
）『
イ
エ
ズ
ス
会
中
国
書
簡
集
１
康
煕
編
』
平
凡
社

―
（
一
九
七
二
）『
中
国
と
キ
リ
ス
ト
教

―
典
礼
問
題
』
近
藤
出
版
社

―
（
一
九
九
〇
）「
孔
子
崇
拝
儀
礼
（
釈
奠
）
に
つ
い
て
」、『
思
想
』
第
七
九
二
号

吉
川
幸
次
郎
（
一
九
七
五
）「
神
様
の
い
な
い
文
明
と
い
る
文
明
」（
初
出
一
九
六
三
年
）『
吉
川

幸
次
郎
全
集
』
第
一
九
巻
、
筑
摩
書
房

和
辻
哲
郎
（
一
九
六
二
）「
孔
子
」（
初
出
一
九
三
八
年
）『
和
辻
哲
郎
全
集
』
第
六
巻
、
岩
波
書

店
〈
追
記
〉
本
稿
は
、
二
〇
一
五
年
二
月
一
三
日
に
開
催
さ
れ
た
第
九
回
丸
山
眞
男
研
究
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
研
究
会
で
の
報
告
を
も
と
に
、
そ
の
後
内
容
を
改
訂
し
た
も
の
で
あ
る
。
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
期
間
内
の
研
究
と
し
て
す
で
に
公
刊
し
た
、
拙
稿
「
神
の
宿
る
と
こ
ろ

―
徳
川

後
期
の
釈
奠
に
お
け
る
迎
送
神
と
神
像
」（『
學
士
會
会
報
』
第
九
一
五
号
、
二
〇
一
五
年
一

一
月
）
五
三
│
六
二
頁
と
部
分
的
に
重
複
し
て
い
る
。
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